
環境と調和のとれた農業への挑戦
農林水産省では、農業者が環境と調和のとれた農業生産を行うための基本的な取組をまとめ、農業者自らが生産活動を

点検し、改善に努めるためのものとして「環境と調和のとれた農業生産活動規範（平成17年３月）」を策定しました。

土づくりの励行

適切で効果的・効率的な施肥

効果的・効率的で適正な防除

廃棄物の適正な処理・利用

エネルギーの節減

新たな知見・情報の収集

生産情報の保存

家畜排せつ物法の遵守

悪臭・害虫の発生を防止・低減す
る取組の励行

家畜排せつ物の利活用の推進

環境関連法令への適切な対応

エネルギーの節減

新たな知見・情報の収集

６

まず始めに、基本的な農業生産活動を見直します。
① 都道府県や農業普及指導センターに問い合わせて点検シートを入手

② 点検シートに記載されている７項目（４～５頁）に取り組み、その状況をチェック

③ 実施できなかった項目については、原因を明らかにして来年度に再チャレンジ！

実施できている項目については、さらなる技術にチャレンジ！

活用の方法

環境と調和のとれた農業生産活動規範

点検シート（作物の生産） 点検シート（家畜の飼養・生産）
チェック欄 チェック欄

Ⅲ

（作物の生産）


